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役場内パソコン室 オープンカレンダー
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月 火 水 木 金 土

※機器のメンテナンス等により日程は変更されることがあります。

塗りつぶし の部分はお休みです

午前

体育の日

午後

パソコンを利用した自己学習の場として、インターネット・

ワープロ・表計算ソフトなどが無料で利用できます。

☆利用申請：パソコン室利用申請書を提出

☆利用時間：平日午前９時～午後４時 30 分

　　　　　　【正午から午後１時を除きます】

☆利用対象者：西原町民、又は西原町へ通勤・通学している方

☆場　　所：地域情報センター（第３庁舎１階）

お問い合わせ

財政課  電算係

TEL：945-5029

FAX：835-8166

第三庁舎
第五庁舎

本庁舎第
二
庁
舎

第
四
庁
舎

パソコン
ルーム

入口

正面
入口

　
沖
縄
の
短
い
秋
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
過
ご
し
や
す
い
時
間
を
使
っ
て
皆
さ
ん
は

ど
ん
な
秋
に
し
ま
す
か
？
　
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
、

食
欲
の
秋
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
読
書
の
秋
も
お

忘
れ
な
く
！！

　
さ
て
、
今
回
の
町
史
だ
よ
り
で
は
、
現
在
編

集
作
業
を
進
め
て
い
る
『
西
原
町
史
』「
西
原

村
戦
後
新
聞
記
事
目
録
（
仮
題
）」
か
ら
、
一

九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
八
月
〜
一
九
四
六
（
昭

和
二
十
一
）
年
八
月
（
一
年
間
）
の
新
聞
記
事

見
出
し
と
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い

き
ま
す
。

【
見
出
し
表
に
つ
い
て
】

①
見
出
し
は
、『
縮
刷
版
　
う
る
ま
新
報
　
第

　
１
巻
』（
不
二
出
版
　
発
行
）
よ
り
西
原
に

　
関
係
す
る
記
事
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
す
。

②
漢
字
は
旧
漢
字
を
常
用
漢
字
に
改
め
て
使
用

　
し
て
い
ま
す
。

③
見
出
し
の
後
に
（
　
　
）
を
付
け
、
内
容
を

　
補
足
し
て
い
ま
す
。

　「
市
域
と
人
口
」
の
記
事
で
は
、
そ
の
当
時

の
区
割
り
と
人
口
が
記
さ
れ
て
お
り
、
西
原
村

は
古
謝
市
に
入
っ
て
い
ま
す
。
古
謝
市
（
胡
差

市
と
も
記
さ
れ
た
）は
、一
九
四
五（
昭
和
二
十
）

年
九
月
か
ら
同
年
十
二
月
に
米
軍
政
府
が
制
定

し
た
難
民
収
容
地
区
で
し
た
。
一
九
四
五
（
昭

和
二
十
）
年
九
月
に
地
方
行
政
緊
急
措
置
要
綱

が
公
布
さ
れ
て
市
制
を
施
行
し
、
西
原
村
は
同

年
十
月
に
宜
野
湾
村
、
浦
添
村
、
中
城
村
、
北

谷
村
、
読
谷
山
村
、
越
来
村
と
と
も
に
古
謝
市

に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
避
難
民
の
移

動
が
始
ま
り
、
同
年
十
二
月
に
市
制
は
廃
止
と

な
り
ま
し
た
。「
コ
ザ
地
区
の
村
長
に
聞
く
」

で
は
、
収
容
地
区
か
ら
帰
還
し
た
村
々
の
村
長

の
抱
負
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
西
原
村
長
玉
那

覇
良
信
氏
は
、
皆
元
気
で
村
の
建
設
は
順
調
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。「
西
原
の
移
動

近
く
完
了
」
の
記
事
で
は
、
西
原
村
の
住
居
が

近
く
完
了
し
、
近
日
中
に
各
収
容
地
区
か
ら
我

謝
、
棚
原
、
幸
地
へ
の
集
団
移
動
が
は
じ
ま
る

こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
聞
記
事
か
ら
当
時
の
西
原

村
の
人
々
の
動
き
が
分
か
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も

あ
の
時
代
は
ど
う
だ
っ
た
か
な
？
と
調
べ
た
い

と
き
に
新
聞
を
利
用
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

※

見
出
し
　
　
新
聞
・
雑
誌
な
ど
で
内
容
の
要
点
が

ひ
と
目
で
分
か
る
よ
う
に
、
本
文
の
前
に
つ
け
た
短

い
語
句
〔
活
字
が
本
文
よ
り
大
き
い
〕

【
参
考
文
献
】　『
縮
刷
版
　
う
る
ま
新
報
　
第
１
巻
』

（
不
二
出
版
発
行
）
／
『
地
方
自
治
七
周
年
記
念
誌
』（
沖

縄
市
町
村
長
会
発
行
）
／
『
コ
ザ
市
史
』（
コ
ザ
市
発
行
）

／
『
沖
縄
県
の
地
名
』（
平
凡
社
発
行
）
／
『
新
明
解

国
語
辞
典
　
第
四
版
』（
三
省
堂
発
行
）

『
西
原
町
史
』
発
刊
に
向
け
て
⑥

じ
ょ
う
よ
う

ほ  

そ
く

く
　
わ

こ
　
じ
ゃ

こ
　
ざ

な
ん 

み
ん
し
ゅ
う
よ
う 

ち
　
く

ち  

ほ
う
ぎ
ょ
う
せ
い
き
ん
き
ゅ
う 
そ
　 

ち  

よ
う 

こ
う

ほ
う  

ふ

け
い 

さ
い

き  

か
ん

１
９
４
５
年 

11
月
７
日

１
９
４
６
年 

１
月
16
日

１
９
４
６
年 

４
月
10
日

１
９
４
６
年 

６
月
28
日

１
９
４
６
年 

７
月
19
日

１
９
４
６
年 

８
月
２
日

月
　
日

市
域
と
人
口

通
信
部
よ
り
（
通
信
部
で
郵
便
物
を
保
管
中
）

市
町
村
長
任
命
（
西
原
村
　
玉
那
覇
良
信
）

コ
ザ
地
区
の
村
長
に
聞
く
／
今
や
我
が
村
に
暮
ら
す
う
れ
し
や

コ
ザ
地
方
総
務
解
消

西
原
の
移
動
近
く
完
了

見
　
出
　
し

西原町立図書館 町史編集係では、町内に関する資料の収集を行っています。

資料収集にご協力ください！

＜主な収集資料＞

・写真（古写真、人物、風景、まつり、町行事）　・地図　　　　

・辞令書　　・文書　　・石碑　　・沖縄関係新聞資料

このような資料がありましたら、

　　　　　　　　　　　　西原町立図書館 町史編集係までご一報ください。

大正末期ごろの家族写真

（呉屋亀三氏 提供）

　
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
た
「
多
重
債
務
問
題

対
策
本
部
」
か
ら
今
年
４
月
、
つ
い
に
「
多

重
債
務
問
題
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
決
定
。

そ
れ
に
基
づ
く
速
や
か
な
施
策
、
実
行
を
よ

り
具
体
的
に
記
し
た
市
町
村
窓
口
向
け
の

「
多
重
債
務
者
相
談
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
発
表

さ
れ
た
。
そ
の
冒
頭
に
は
、
相
談
の
心
構
え

と
し
て
「
安
心
し
て
話
せ
る
」
窓
口
で
あ
る

こ
と
。
そ
し
て
職
員
、
相
談
員
一
人
一
人
の

熱
意
が
地
域
の
多
重
債
務
者
を
救
う
と
明
記

さ
れ
て
い
る
。（
当
然
の
こ
と
？
）
国
が
こ

こ
ま
で
徹
底
し
た
取
組
み
に
至
る
ま
で
、
ず

い
分
と
時
間
が
か
か
っ
た
。
サ
ラ
金
三
悪

（
高
金
利
、
過
剰
融
資
、
悪
質
な
取
立
て
）

が
叫
ば
れ
て
久
し
い
。
か
つ
て
テ
レ
ビ
の

ゴ
ー
ル
デ
ン
タ
イ
ム
で
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

は
、
サ
ラ
金
の
親
し
み
や
す
さ
に
大
い
に
貢

献
し
た
。
子
供
（
将
来
の
お
客
様
）
か
ら
お

年
寄
り
ま
で
全
国
民
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
繰

り
返
し
流
さ
れ
た
「
可
愛
い
チ
ワ
ワ
シ
リ
ー

ズ
」
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
の
で
は
。
他
社

も
有
名
芸
能
人
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
を
出
演
さ

せ
、
借
金
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
の
払
拭
を
図

る
。
さ
ら
に
借
り
易
さ
へ
の
き
わ
め
つ
け
は

「
誰
に
も
会
わ
ず
に
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
」
と

謳
っ
た
自
動
契
約
機
の
登
場
で
、
サ
ラ
金
業

界
は
繁
栄
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
一
方
で
、

借
金
苦
か
ら
の
家
庭
崩
壊
、
一
家
離
散
、
自

殺
（
平
成
15
年
６
月
南
風
原
町
で
の
母
娘
無

理
心
中
）
と
全
国
各
地
で
起
こ
っ
た
。
悪
質

な
取
り
立
て
の
脅
迫
電
話
も
こ
の
頃
で
「
腎

臓
売
れ
、
目
玉
売
れ
」
と
多
重
債
務
者
を
と

こ
と
ん
追
い
つ
め
た
。
当
時
は
行
政
の
多
く

も
、
借
金
問
題
は
個
人
の
問
題
と
し
て
と
ら

え
て
い
た
頃
。
多
重
債
務
者
本
人
も
自
ら
招

い
た
借
金
に
払
え
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
「
助
け
を
求
め
ら
れ
る
」
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
業
者
の
過
酷
な
取
り
立
て
に
も
「
返
せ

な
い
自
分
が
悪
い
」
と
自
身
を
責
め
、
追
い

つ
め
ら
れ
て
い
く
中
で
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ

て
来
た
。
や
っ
と
の
思
い
で
相
談
室
に
た
ど

り
着
い
た
人
々
に
「
な
ぜ
サ
ラ
金
被
害
」
な

の
か
を
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
こ
れ

か
ら
債
務
手
続
き
に
向
か
う
相
談
者
の
心
の

発
奮
を
促
す
場
面
も
多
々
あ
っ
た
。
そ
の

間
、
貸
金
業
法
は
法
改
正
が
着
々
と
進
み
、

一
早
く
ヤ
ミ
金
罰
則
強
化
が
図
ら
れ
る
。
金

利
規
制
も
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
撤
廃
、
過
剰
貸

付
の
禁
止
は
、
こ
の
先
３
年
後
を
目
途
に
完

全
施
行
と
な
る
。
裁
判
所
で
の
判
例
も
次
々

と
借
り
手
救
済
の
判
決
が
下
さ
れ
、
か
つ
て

の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
は
今
、
過
払
い
金
返

還
請
求
訴
訟
と
し
て
全
国
各
地
の
裁
判
所
に

持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
国
の
施
策
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

西
原
町
の
相
談
窓
口
で
は
こ
れ
ま
で
も
国
の

推
進
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
添
っ
た
対
応
が
さ

れ
て
来
た
。
今
回
の
国
の
動
き
に
よ
り
、
全

国
規
模
で
多
重
債
務
問
題
が
今
ま
で
以
上
に

周
知
さ
れ
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
す
る
。

※

ふ
っ
し
ょ
く

は
っ 

ぷ
ん




